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令和６年第３回中間市議会定例会会期日程 
（会　期　９月３日～９月２６日：２４日間） 

 月　　　日 曜 本　会　議 委員会 審　　　査　　　事　　　項

 

　９月　３日 火
開　　　議 

 
午前１０時

１．会期の決定 

２．選挙第１号 

３．同意案第３号 

４．諮問第１号・諮問第２号 

５．認定第１号～認定第９号 

６．第３８号議案～第４６号議案 

　┌ 議案上程・提案理由説明 ┐ 

└ 質疑・討論・採決  　 　┘

 　９月　４日 水 休　　　会
 

　９月　５日 木
開　　　議 

 
午前１０時

１．一般質問 

２．認定第１号～認定第９号 

３．第３８号議案～第４６号議案 

　 [ 質疑・委員会付託 ]

 　９月　６日 金 休　　　会
 　９月　７日 土 休　　　会
 　９月　８日 日 休　　　会
 　９月　９日 月 休　　　会 委員会
 　９月１０日 火 休　　　会 委員会
 　９月１１日 水 休　　　会 委員会
 　９月１２日 木 休　　　会 委員会
 　９月１３日 金 休　　　会 委員会
 　９月１４日 土 休　　　会
 　９月１５日 日 休　　　会
 　９月１６日 月 休　　　会
 　９月１７日 火 休　　　会 委員会
 　９月１８日 水 休　　　会 委員会
 　９月１９日 木 休　　　会 委員会
 　９月２０日 金 休　　　会 委員会
 　９月２１日 土 休　　　会
 　９月２２日 日 休　　　会
 　９月２３日 月 休　　　会
 　９月２４日 火 休　　　会
 　９月２５日 水 休　　　会
 

　９月２６日 木
開　　　議 

 
午前１０時

１．認定第１号～認定第９号 

２．第３８号議案～第４６号議案 

３．意見書案第７号～意見書案第９号 

　┌ 提案理由説明・委員長報告 　┐ 

　└ 質疑・討論・採決           ┘
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諸　般　の　報　告 
 

第３回中間市議会定例会 
令和６年９月３日 

 
（報告書の受領） 

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

令和６年８月２６日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受領した。 
 

記 

 
（１）令和６年度一般会計及び特別会計等　　　令和６年４月～５月分 
（２）令和５年度・令和６年度中間市水道事業会計　　令和６年３月～５月分 
（３）令和５年度中間市公共下水道事業会計　　令和６年３月分 
 
２．中間市債権管理条例第２０条及び中間市債権管理条例施行規則第１２条の規定により、

放棄した私債権の報告書を、令和６年８月２１日付で市長から下記のとおり受領した。 
 

記 

 
３．地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より、令和５年度中間市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書を、令和６年８月

２７日付で、市長から受領した。 
 
 
 
 
 

 
放棄した債権の名称 件　　数 金　　額

 住宅新築資金等貸付金 １件 ２，０４６，４１４円

 診療費 １２件 ６６，３０６円

 市営住宅使用料 ５件 １９，１１４円

 市営駐車場使用料 ３件 ４９，５００円

 水道料金 ６９６件 ２，５６４，１３１円
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４．地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人中間市文化振興財団の

経営状況を説明する書類を、令和６年８月２９日付で市長から下記のとおり受領した。 
 

記 
 
（１）令和５年度決算書 
　　（地方自治法第２４４条の２第７項に基づく事業報告書を兼ねる。） 
（２）令和６年度事業計画書 
（３）令和６年度予算書 
 
（意見書の提出） 

５．令和６年７月４日の本会議で可決された下記の意見書を、同日付で関係機関に対して

それぞれ送付した。 
 

記 

 
（１）離婚後「共同親権」を導入する民法改正の再考を求める意見書 
（２）次期主力戦闘機輸出解禁に反対する意見書 
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──────────────────────────────────────── 
令和６年　第３回　９月（定例）中　間　市　議　会　会　議　録（第１日） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和６年９月３日（火曜日） 
──────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 
令和６年９月３日　午前10時 00分開会 

日程第　１　会期の決定 
日程第　２　選挙第１号　堀川水利組合議会議員の選挙 
日程第　３　同意案第３号　固定資産評価審査委員会委員の選任について 
　　　　　　　　　　　　　（日程第３　提案理由説明・質疑・討論・採決） 
日程第　４　諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦について 
日程第　５　諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦について 
　　　　　　　　　　　　　（日程第４・日程第５　提案理由説明・質疑・討論・採決） 
日程第　６　認定第１号　令和５年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について 
日程第　７　認定第２号　令和５年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算 
　　　　　　　　　　　　　認定について 
日程第　８　認定第３号　令和５年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認 
　　　　　　　　　　　　　定について 
日程第　９　認定第４号　令和５年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認 
　　　　　　　　　　　　　定について 
日程第１０　認定第５号　令和５年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算 
　　　　　　　　　　　　　認定について 
日程第１１　認定第６号　令和５年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定 
　　　　　　　　　　　　　について 
日程第１２　認定第７号　令和５年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 
　　　　　　　　　　　　　定について 
日程第１３　認定第８号　令和５年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算 
　　　　　　　　　　　　　認定について 
日程第１４　認定第９号　令和５年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定に 
　　　　　　　　　　　　　ついて 
　　　　　　　　　　　　　（日程第６～日程第１４　提案理由説明） 
日程第１５　第３８号議案　令和６年度中間市一般会計補正予算（第３号） 
日程第１６　第３９号議案　令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第 
　　　　　　　　　　　　　２号） 
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日程第１７　第４０号議案　令和６年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
日程第１８　第４１号議案　令和６年度中間市水道事業会計補正予算（第１号） 
　　　　　　　　　　　　　（日程第１５～日程第１８　提案理由説明） 
日程第１９　第４２号議案　中間市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を 
　　　　　　　　　　　　　改正する条例 
日程第２０　第４３号議案　中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
　　　　　　　　　　　　　（日程第１９・日程第２０　提案理由説明） 
日程第２１　第４４号議案　中間市第５次総合計画基本構想の策定について 
　　　　　　　　　　　　　（日程第２１　提案理由説明） 
日程第２２　第４５号議案　中間市道路線の認定について 
　　　　　　　　　　　　　（日程第２２　提案理由説明） 
日程第２３　第４６号議案　福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協 
　　　　　　　　　　　　　議について 
　　　　　　　　　　　　　（日程第２３　提案理由説明） 
日程第２４　会議録署名議員の指名 
 
 

────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

　議事日程のとおり 

────────────────────────── 

出席議員（16名） 

　１番　小林　信一君　　　　　　　２番　堀田　克也君 

　３番　田口　善大君　　　　　　　４番　蛙田　忠行君 

　５番　柴田　芳信君　　　　　　　６番　田口　澄雄君 

７番　山本　慎悟君　　　　　　　８番　安田　明美君 

９番　掛田るみ子君　　　　　　１０番　中尾　淳子君 

１１番　阿部伊知雄君　　　　　　１２番　大和　永治君 

１３番　柴田　広辞君　　　　　　１４番　下川　俊秀君 

１５番　井上　太一君　　　　　　１６番　中野　勝寛君 

────────────────────────── 

欠席議員 （０名） 

────────────────────────── 

欠　　員（０名） 

────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長　………………　福田　　浩君　　　副市長　……………　田代　謙介君 

　　 教育長　……………　蔵元　洋一君　　　総務部長　…………　後藤　謙治君 

未来創造部長　……　井上　　篤君　　　未来創造部参事　…　村上　智裕君 

市民部長　…………　北原　鉄也君　　　保健福祉部長　……　冷牟田　均君 

保健福祉部参事　…　岩切　伸一君　　　教育部長　…………　清水　秀一君 

　　 建設産業部長　……　白石　和也君 

環境上下水道部長　…………………………………………………　亀井　　誠君 

消防長　……………　髙野　智宏君　　　総務課長　…………　久野　朋博君 

財政課長　…………　持田　将一君　　　契約課長　…………　野中　康伸君 

企画課長　…………　佐野　耕二君　　　 

人権男女共同参画課長　……………………………………………　石井　浩司君 

介護保険課長　……　向　　貴幸君　　　健康増進課長　……　八汐　雄樹君 

建設課長　…………　小土井　崇君　　　下水道課長　………　松永　嘉伸君 

上水道課長　………　伊藤　英彦君 

────────────────────────── 

 

事務局出席職員職氏名 

事務局長　志垣　憲一君　　　　　　　書　　記　熊谷　浩二君 

書　　記　山本　和美君　　　　　　　書　　記　黒川美寿穂君 

────────────────────────── 
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午前 10時 00分開会 
〇議長（中野　勝寛君） 

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。これ

より、令和６年第３回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。報告事項は、お手元に配付して

おります。朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 
日程第１．会期の決定 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から９月

２６日までの２４日間といたしたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は２４日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 
日程第２．選挙第１号 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第２、選挙第１号、堀川水利組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議は

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において、指名することに決しました。 

堀川水利組合議会議員に下川俊秀議員、白橋宏さん、勝原利介さんを指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました３人の被指名者を堀川水利

組合議会議員の当選人と決することにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました３人の被指名者が、堀川水

利組合議会議員に当選されました。 

────────────・────・──────────── 
日程第３．同意案第３号 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第３、同意案第３号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

同意案第３号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。 

本市の固定資産評価審査委員会委員であります日髙幸夫氏の任期が今月２１日で満了と

なりますことから、固定資産の評価について学識経験を有しておられます同氏を引き続き

選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

なお、日髙氏の任期につきましては、令和６年９月２２日から令和９年９月２１日まで

の３年間でございます。ご同意のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第３号は、委員会の付託を省

略したいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

　討論なしと認めます。 

これより、同意案第３号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたしま

す。この採決は電子表決により行います。 

委員の選任を同意することについて賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 
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〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

全員賛成であります。よって、同意案第３号は、これに同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 
日程第４．諮問第１号 

日程第５．諮問第２号 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第４、諮問第１号、日程第５、諮問第２号の諮問２件を一括議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。 

本市の人権擁護委員であります乙藤和典氏の任期が、本年１２月３１日をもって満了と

なります。 

つきましては、法務大臣から福岡法務局長を通じ、後任候補者の推薦依頼がございまし

たので、基本的人権の擁護という広範かつ重要な活動に、熱意を持って取り組んでおられ

ます同氏を引き続き候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものでございます。 

なお、乙藤氏の任期につきましては、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日まで

の３年間の予定でございます。 

次に、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。 

本市の人権擁護委員であります三角由紀子氏の任期が、本年１２月３１日をもって満了

となります。 

つきましては、法務大臣から福岡法務局長を通じ、後任候補者の推薦依頼がございまし

たので、基本的人権の擁護という広範かつ重要な活動に、熱意を持って取り組んでおられ

る同氏を引き続き候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求めるものでございます。 

なお、三角氏の任期につきましては、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日まで

の３年間の予定でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問２件は、委員会の付託を省略し



- 12 -

たいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（中野　勝寛君） 

討論なしと認めます。 

これより、諮問２件を順次採決いたします。 

議題のうち、まず、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

この採決は電子表決により行います。 

候補者を適任と認めることについて賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 
押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

全員賛成であります。よって、諮問第１号は、適任と認めることに決しました。 

次に、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。この採決は

電子表決により行います。 

候補者を適任と認めることについて賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決） 

〇議長（中野　勝寛君） 

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。 

全員賛成であります。よって、諮問第２号は、適任と認めることに決しました。 

────────────・────・──────────── 
日程第　６．認定第１号 

日程第　７．認定第２号 

日程第　８．認定第３号 

日程第　９．認定第４号 

日程第１０．認定第５号 

日程第１１．認定第６号 

日程第１２．認定第７号 

日程第１３．認定第８号 

日程第１４．認定第９号 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第６、認定第１号から日程第１４、認定第９号までの令和５年度各会計決算
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認定９件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

認定第１号から認定第７号までにつきましては、各会計別に一括して提案理由を申し上

げます。 

まず、一般会計につきましては、歳入及び歳出の差引額は９億１，２８０万円の黒字決

算となっております。 

一般会計の歳入の主なものといたしましては、市税収入が４２億６，３５０万円となり、

前年度と比較いたしますと９,２４０万円の増額となっております。市税収入増額の要因と

いたしましては、法人市民税が新型コロナウイルス感染症の影響による減収から回復しき

れていない状況にあるものの、固定資産税及び都市計画税におきまして、大規模家屋の新

築や新築家屋の増加、新規事業者の開業や既存事業者の設備投資による償却資産の増加に

より８，０９０万円の増収となったことをはじめ、個人市民税、軽自動車税及び市たばこ

税におきましても、それぞれ増収となったことに伴い、これらの増加額が法人市民税の減

少額を上回ったことによるものでございます。 

また、市税徴収率につきましては、適正な債権管理及び徴収強化に継続して取り組むと

ともに、固定資産税及び軽自動車税につきまして、令和５年度から全国の共通納税対応金

融機関での納付が可能となったことにより、納付利便性が向上したこともありまして、前

年度の９７.４％から０.３ポイント上昇し、９７.７％となっております。 

歳入におけるもう一方の柱でございます地方交付税につきましては、普通交付税と特別

交付税を合わせますと５４億４，８９０万円となり、前年度と比較しますと８，７４０万

円の減額となっております。 

また、地方交付税を補完いたします臨時財政対策債につきましても、前年度より７，７

３０万円の減額となる６，０３０万円となっております。 

地方交付税の減額の要因といたしましては、普通交付税におきまして、基準財政収入額

が固定資産税を中心に増額となったこと、また、基準財政需要額の臨時費目による措置が

縮小したことによるものでございます。また、臨時財政対策債の減額の要因といたしまし

ては、国の地方財政計画において、地方全体の発行額が減額となったことによるものでご

ざいます。 

次に、歳出の主なものにつきまして、まず、義務的経費につきましてご説明を申し上げ

ます。 

人件費におきましては、給与の増額改定や職員数の増加等により、前年度と比較いたし

まして１億２，８２０万円増額いたしております。 

扶助費におきましては、住民税非課税等の低所得世帯や低所得の子育て世帯等を対象と

した物価高騰対策のための給付金給付費の増額、また、障がい者福祉サービスの給付費の
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増額等により、前年度と比較しまして６億３９０万円増額の６５億６，５００万円となっ

ております。 

公債費におきましては、前年度と比較いたしまして１，０８０万円減額となる１１億１，

５３０万円となっております。 

次に、主な事業につきまして、ご説明を申し上げます。 

総務費におきましては、個人版のふるさと納税制度による寄附金収入が４億４１０万円

と前年度と比較して１億４，１７０万円の減額となったことに伴い、ふるさと納税管理業

務に係る経費が９，４９０万円減額の２億４３０万円となっております。登録事業者や返

礼品の増加に取り組んでいるところでございますが、一人でも多くの皆様に本市を応援し

ていただけるよう、市の魅力や情報のさらなる発信に努め、創意工夫による自主財源の確

保を図ってまいります。また、中間市市民会館の老朽化した舞台機構設備の修繕に４，８

９０万円、屋上防水及び外壁改修工事に６，７８０万円をそれぞれ支出し、長寿命化を図

っております。 

民生費におきましては、市民税非課税世帯に対して３万円を支給する電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金として２億１，１５０万円を、低所得のひとり親世帯等に対

して子ども一人当たり５万円を支給する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金として７，

９２０万円をそれぞれ支給いたしました。また、市民税非課税世帯に対して７万円を、市

民税均等割のみ課税世帯に対して１０万円を、さらに、対象世帯の１８歳以下の子どもに

一人当たり５万円を加算して給付する物価高騰緊急支援給付金として、合計５億９，６５

０万円を支給いたしました。 

衛生費におきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和４年度に引き続き

希望する市民の皆様に対する新型コロナウイルスワクチン接種を実施いたしました。なお、

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は、令和５年度で終了いたしましたが、令和

６年度からは、６５歳以上の高齢者等を対象とした定期接種として実施されますことから、

引き続き医療従事者の皆様をはじめ関係機関のご助力を賜りつつ、円滑にワクチン接種が

実施できるよう努めてまいります。また、物価高騰の影響を受ける市民の皆様及び市内事

業者の支援を目的として、水道事業において基本料金を８か月間減免したことから、水道

事業会計に繰出金を支出いたしました。 

農林水産業費におきましては、老朽化の進んだ中底井野地区の農業用揚水ポンプの改修

工事を実施し、農業環境の整備を行いました。 

商工費におきましては、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けた地域経

済を活性化するため、令和２年度以降４年連続となる３０％のプレミアム付き商品券を販

売いたしました。なお、令和５年度は、その一部をデジタル商品券として販売しており、

キャッシュレス決済の推進と利便性の向上を図ることができました。また、筑前中間川ま

つり、筑前中間やっちゃれ祭及び筑前中間さくら祭のいわゆる三大祭につきましては、コ
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ロナ禍による中止が続いておりましたが、平成３０年度以来５年ぶりにこれら全てを実施

することができました。 

土木費におきましては、道路新設改良費につきまして、通学路整備工事や橋梁の補修工

事など合計８件の工事を行っております。また、住宅建設改良費につきましては、老朽化

が進んでいる深坂団地におきまして、長寿命化を図るための改修工事を実施し、住環境整

備を推進しております。 

消防費におきましては、消防体制の充実に向け、令和６年度に移動式高圧コンプレッサ

ー及び空気呼吸器を購入するため、石油貯蔵施設立地対策等交付金基金への積立てを実施

いたしました。 

教育費におきましては、ＧＩＧＡスクール構想に基づく小中学校の校内通信ネットワー

ク及び一人１台のタブレット端末等の活用と学習支援の充実を目的として、オンライン教

材、デジタル教科書及びフィルタリングソフトの導入並びにＧＩＧＡスクールサポーター

の配置派遣及びＩＣＴ活用研修の実施を継続することにより、環境整備と利活用支援によ

る教育ＩＣＴの充実を推進しました。また、物価高騰による保護者の経済的負担を軽減す

るため、小中学校の給食費全額を緊急的に補助する支援を行いました。さらに、市内在住

の篤志家２名からの２，０００万円の寄附を原資とするなかま夢応援奨学基金につきまし

て、事業初年度として市内在住の高校生３名にそれぞれ１００万円の奨学金を給付し、大

学進学の夢を応援することができました。 

以上が一般会計の決算の概要でございます。 

引き続き、特別会計につきましてご報告いたします。 

まず、特別会計国民健康保険事業におきましては、歳入総額は４６億４，２７０万円、

また、歳出総額は５３億３４０万円となり、差引き６億６，０６０万円の不足が生じまし

た。この中から前年度繰上充用金６億５，２００万円を除く単年度決算につきましては、

８６０万円の赤字決算となっております。この要因といたしましては、歳入におきまして

国民健康保険税が被保険者数の減少に伴い、前年度と比較して６，３７０万円の減額とな

ったこと、歳出におきまして、令和４年度に概算交付を受けておりました普通交付金の精

算に伴い、３，２５０万円の返還が生じたことなどによるものでございます。 

次に、国民健康保険の概況につきましては、令和５年度の各月平均の加入者数は８，８

７６人でございまして、前年度に比べ５７０人減少しております。また、一人当たりの年

間療養諸費は、前年度に比べ６，６８５円増加し、３７万４，７４７円となっております。 

令和６年度の国民健康保険財政につきましては、国民健康保険事業費納付金は減額とな

っておりますが、その財源となる国民健康保険税についても、被保険者数の減少に伴い減

額となることが見込まれ、厳しい状況となることが想定されます。本市におきましては、

この状況に対応するため、引き続き国民健康保険税の徴収強化、各種補助金の活用等によ

る財源確保、医療費の適正化による歳出抑制に努め、福岡県と連携し、国民健康保険財政
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の健全化を図ってまいる所存でございます。 

次に、住宅新築資金等特別会計におきましては、歳入総額は、貸付金元利収入等２４０

万円、歳出総額は、繰上充用金等３億２，１００万円で、差引き３億１，８５０万円の収

入不足となりました。この不足額につきましては、福岡県住宅新築資金等貸付金償還推進

助成事業の活用及び貸付金の徴収努力を今後とも継続することにより、その解消を図って

まいりたいと考えております。 

次に、地域下水道事業特別会計につきましては、歳入歳出の差引額は１１０万円の黒字

となっております。その主な内容といたしまして、歳出におきましては、曙下水処理場の

解体撤去工事費として１億１，１８０万円を支出いたしました。歳入におきましては、曙

下水処理場解体撤去工事に対する収入として、国庫補助金４，０２０万円、地域下水道施

設改良等基金繰入金２，７９０万円、一般会計繰入金４，３００万円をそれぞれ受け入れ

ております。 

次に、公共用地先行取得特別会計につきましては、平成２７年度をもって地方債の償還

が完了し、新たな用地の取得もないことから、収入支出とも生じておりません。 

次に、介護保険事業特別会計保険事業勘定におきましては、歳入５３億１，７６０万円、

歳出４９億７，３８０万円となり、歳入歳出差引き３億４，３８０万円の黒字決算となっ

ております。保険給付費は４２億５，５４０万円で前年度に比べ２，０００万円、率にし

て０.５％増加しております。増加の要因といたしましては、認定者数が令和６年３月末現

在において３，３３２人で、前年度に比べ１.２％増加していることに加えて、新型コロナ

ウイルス感染症の５類感染症への移行後、介護サービスの利用量が回復したことによるも

のと考えられます。 

次に、介護サービス事業勘定では、歳入４，２１０万円、歳出２，７２０万円となり、

歳入歳出差引き１，４９０万円の黒字決算となっております。なお、要支援者の年間給付

管理件数は６，７９７件で、前年度に比べ３.７％減少しております。 

次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額８億７，４３０万円、歳出総

額８億５，５４０万円、差引額１，８９０万円の黒字決算となっております。歳入の主な

ものといたしましては、被保険者からの保険料でございます。また、歳出の主なものとい

たしましては、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金でございます。１，８９０万円

の黒字決算となっておりますが、このうち１，７８０万円は、市町村の会計において出納

整理期間中であります４月及び５月に納付されました被保険者からの保険料でございまし

て、本年度、福岡県後期高齢者医療広域連合に支出するものでございます。今後も福岡県

後期高齢者医療広域連合との連携を密にし、安心、信頼の医療の確保及び医療費の適正化

並びに保険料の収納率の向上を図り、なお一層の効率的運営に努力してまいります。 

一般会計及び特別会計、それぞれにおける決算概要は以上でございます。 

最後に、令和５年度普通会計決算における財政状況でございますが、実質収支は５億８，
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１７０万円の黒字、単年度収支は１億９，８２０万円の赤字となっております。また、基

金残高は前年度から１３億５４０万円増額の７７億３，０７０万円となり、４年連続の増

額となっております。一方、地方債残高は前年度から７億７，１００万円減額となる１０

２億１，２６０万円となり、２年連続の減少となっております。また、地方財政健全化法

に基づく各指標につきましても、将来負担比率は前年度に引き続き、将来負担なしとなっ

ております。一方、実質公債費比率は、前年度から０.７ポイント悪化の４.０％、財政構

造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度から２.６ポイント悪化し、９３.７％となりま

した。比率悪化の主な要因といたしましては、実質公債費比率につきましては、公共下水

道事業繰出金の増加及び控除される交付税算入公債費の減少に伴う実質的な公債費負担額

の増額、経常収支比率につきましては、経常的な歳出の増加及び普通交付税及び臨時財政

対策債といった経常的な一般財源等の歳入の減少によるものでございます。本市の財政健

全化は途上にあり、一部の指標は悪化しているため、気を緩めることなく取り組む必要が

ありますが、財政構造の改善に向けた取組は着実に実を結んでいるものと考えます。 

しかしながら、人口減少への対応策、加速する少子高齢化に伴う施策の充実、学校教育

環境の整備や公共下水道事業の推進等の市民ニーズの高い行政サービス、社会保障及び公

共施設の再編整備に必要となる財源の確保、国民健康保険事業における累積赤字解消とい

った諸問題も山積しております。今後とも行政の効率化により経費の抑制に努め、持続可

能な行財政基盤を確立し、地域活性化の取組をさらに推進し、地方創生の実現を図ってま

いる所存でございます。 

以上、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、監査委員の意見書を付けて、

議会の認定に付するものでございます。なお、地方自治法第２３３条第５項及び第２４１

条第５項の規定による説明書類といたしまして、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書、財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書、主要な施策の成果に関す

る報告書を併せて提出いたしております。 

次に、認定第８号、令和５年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いて、提案理由を申し上げます。 

まず、利益の処分につきましては、当年度未処分利益剰余金１，３２７万２，５１７円

を全額令和６年度に繰り越すものでございます。 

次に、決算につきまして、ご説明いたします。 

収益的収入及び支出につきまして、総収益は１３億２，６７９万９，７１９円で、これ

に対する総費用は１３億２，２９４万５，３２６円であり、純利益は３８５万４，３９３

円となっております。 

また、資本的収入及び支出における総収入額は、５億９，５１０万４，７５０円で、こ

れに対する総支出額は、消費税込みで９億６，２７１万８，８３８円となっております。

差し引きしますと３億６，７６１万４，０８８円の不足となりますが、これは、当年度分
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損益勘定留保資金等で全額補てんいたしております。 

最後に、水洗化の状況につきまして、ご説明いたします。 

令和５年度末までに水洗化された戸数は１万６，５９４戸で、昨年度より３０４戸増加

いたしており、中間市全体の水洗化率は、９２．２％となっております。 

以上、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付した

決算を、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものでございます。また、同条第

６項の規定に基づき、監査委員の審査に付した事業報告書及び地方公営企業法施行令第２

３条に規定するキャッシュ・フロー計算書等の書類を決算書と併せて提出いたしておりま

す。 

次に、認定第９号、令和５年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について、

提案理由を申し上げます。 

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金１億９，２９０万５，１６６

円のうち、令和５年度に補てん財源として取り崩した積立金６，６８５万９，５５３円を

資本金に組み入れることにより、残余１億２，６０４万５，６１３円を繰り越すものでご

ざいます。 

次に、決算認定につきましては、収益的収入及び支出における総収益は、９億３，０９

６万２，７５８円で、前年度と比較いたしますと、２，１２９万８，４４９円の減額とな

っております。これに対する総費用は９億２，９２２万３，４０１円で、前年度と比較い

たしますと、１，７６６万４，３８２円の増額となり、当年度の純利益は１７３万９，３

５７円となっております。 

また、資本的収入及び支出における総収入は、６億７，３７８万８，４００円で、これ

に対する総支出は、１０億９，７４４万４，８７０円となり、差引き４億２，３６５万６，

４７０円の不足が生じましたが、この不足額は、当年度分損益勘定留保資金等で全額補填

いたしております。 

次に、令和５年度の給水状況につきまして、給水戸数は２万９，２３２戸で、前年度よ

り１６４戸増加しておりますが、給水人口は５万８，２０９人で、前年度より４６１人減

少しております。また、有収水量につきましても、５２８万７，８１１立方メートルで、

前年度より９万２，２２４立方メートル減少いたしております。近年の給水人口の減少に

加え、節水器具の進歩、少子高齢化の進展と併せ、生活様式が多様化するなどにより、給

水量の減少が続く中、今後とも給水収益の増加は期待できない状況でございます。それに

対し、老朽化した施設の修繕、管路等の耐震化及び浄水施設の改良等も必要となっており、

費用の増大が今後も見込まれ、水道事業を取り巻く経営環境は、非常に厳しくなることが

予想されますが、水の供給は市民生活に欠かせないことから、今後も良質な水質の維持及

び向上に向け、効率的経営の下、健全な事業運営を継続しつつ、安心で安全な水道水の安

定供給に、より一層努めてまいる所存でございます。 
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以上、地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付するものでございます。また、同条第６項の規定により、事業報告書、キ

ャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を議案に添

えて、提出いたしております。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております各会計決算認定９件に対する質疑は、９月５日の本会議

で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．第３８号議案 

日程第１６．第３９号議案 

　日程第１７．第４０号議案 

日程第１８．第４１号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第１５、第３８号議案から日程第１８、第４１号議案までの補正予算４件を

一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

第３８号議案、令和６年度中間市一般会計補正予算（第３号）について、提案理由を申

し上げます。 

まず、今回の補正予算の歳出の主なものといたしまして、議会費におきましては、ペー

パーレス化によるコスト削減及び事務効率化並びに災害時の活用等を目的として導入する

ペーパーレス会議システムについて、債務負担行為として２，５００万円の賃借料を追加

計上いたしております。 

総務費におきましては、財源調整のため、財政調整基金積立金を１億１，２８０万円増

額いたしております。 

民生費におきましては、中間市総合会館につきまして、利用者等の利便性の向上のため

別館の駐車場を改修する工事に４２０万円を、本館に設置しているこども家庭センターの

整備工事に１，４１０万円をそれぞれ追加計上しております。また、保護者負担の軽減を

図るため、保育所等における給食費の材料費高騰分を補助する経費に８７０万円を計上い

たしております。 

商工費におきましては、物価高騰の影響を受けながらも特産品開発等を行う中小企業に

対し、その経費の一部を補助する中間市特産品開発等事業補助金に２，４００万円を計上

いたしております。 

教育費におきましては、学校給食費につきまして、本市では令和４年度から物価高騰に

より一食当たりの単価を小学校で４０円、中学校で５０円値上げいたしておりますが、児
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童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、本年度の２学期及び３学期における値上げ

分を緊急的に補助する経費として、１,５１０万円を計上いたしております。その一方で、

この補助の実施により要保護及び準要保護に要する扶助費が一部不用となりますことから、

調整のため、小学校分で２００万円、中学校分で１６０万円をそれぞれ減額いたしており

ます。また、中間仰木彬記念球場につきまして、グラウンドの改修工事費を計上した当初

予算案を本年３月の市議会定例会にご提案いたしましたが、財源の助成金が未確定であり、

流動的な予算組みであるとの理由で、この経費の一部について議決をいただくことができ

ませんでした。このたび、助成金の内示がなされましたことから、１，６００万円の経費

を追加計上いたしております。さらに、同球場につきましては、プレー中のけがの防止の

ための老朽化したラバーフェンスの改修工事に２，７６０万円を、グラウンド利用者の利

便性向上のためのトイレ動線改修工事に４９０万円をそれぞれ計上いたしております。 

次に、歳入につきましては、市税におきまして、令和６年度税制改正における個人市民

税の定額減税による減収見込額が算定されましたことから、個人市民税を１億４，８７０

万円減額いたしております。その一方で、定額減税に伴う減収を補填する交付金が決定し

たことから、地方特例交付金におきまして１億４，９８０万円を増額いたしております。 

地方交付税におきましては、普通交付税額が決定し、新設されたこども子育て費を中心

とした基準財政需要額の増加により、決定額が予算額を上回ったことから、１億３６０万

円を増額いたしております。 

国庫支出金におきましては、次世代育成支援対策整備交付金に７００万円、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金に１，９１０万円をそれぞれ計上いたしております。 

県補助金におきましては、保育所等給食支援事業費補助金４３０万円を計上いたしてお

ります。 

諸収入におきましては、中間仰木彬記念球場グラウンド改修助成金に１，６００万円、

デジタル基盤改革支援補助金に３，０５０万円をそれぞれ計上いたしております。 

市債におきましては、普通交付税の補完財源である臨時財政対策債につきましては、発

行可能額の決定に伴い、４２０万円を増額いたしております。 

地方財政計画における減額率は下回っておりますが、前年度比では減額となっておりま

すことから、今後は一層の効率的な財政運営に努めてまいります。また、扇ヶ浦団地２９

号線外道路冠水対策事業に５６０万円、中間仰木彬記念球場ラバーフェンス改修事業に１，

８４０万円をそれぞれ計上いたしております。 

なお、地方債の補正といたしましては、これらの金額の追加及び変更と併せまして、昨

今の借入利率の上昇の状況に鑑み、利率の上限をこれまでの２.０％以内から４.０％以内

に変更することといたしております。 

以上により、歳入歳出それぞれ２億１，３５４万２，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１９４億７，７９０万８，０００円とするものでございます。 
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次に、第３９号議案、令和６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）

について、提案理由を申し上げます。 

歳出の主な内容といたしましては、職員の育児休業の取得等に伴う会計年度任用職員の

任用に要する人件費を５１０万円増額し、事業費の確定に伴い、国民健康保険システムの

改修業務に係る経費を３０万円減額いたしております。 

次に、歳入の主な内容といたしましては、保健事業に従事する会計年度任用職員の人件

費の増額に伴い、県補助金を３３０万円増額し、自治体情報システムの標準化・共通化に

係る経費に対して交付されます、デジタル基盤改革支援補助金の交付決定に伴い、雑入を

２９０万円増額いたしております。 

以上により、歳入歳出それぞれ４８０万５，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ５４億５，２８３万６，０００円とするものでございます。 

次に、第４０号議案、令和６年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、提案理由を申し上げます。 

まず、保険事業勘定の歳出の主なものといたしましては、令和５年度事業における介護

給付費の確定に伴う返還金といたしまして、国庫負担金返還金を６，４７０万円、県負担

金返還金を１，１５０万円、支払基金負担金返還金を１，９３０万円、地域支援事業費の

確定に伴う返還金といたしまして、国庫返還金を８０万円、県返還金を４０万円、支払基

金返還金を３０万円増額いたしております。また、介護保険事業費の確定に伴う返還金と

いたしまして、国庫補助金返還金を２０万円増額いたしております。 

次に、保険事業勘定の歳入といたしましては、歳出補正に伴う財源調整といたしまして、

前年度繰越金を９，８４０万円追加いたしております。 

以上により、歳入歳出それぞれ９，８４２万７，０００円を追加し、介護サービス事業

勘定を加えた予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億６，６４０万１，０００円とするもの

でございます。 

次に、第４１号議案、令和６年度中間市水道事業会計補正予算（第１号）について、提

案理由を申し上げます。 

今回の補正予算は、令和５年度から実施しております唐戸浄水場浄水池整備事業が順調

に進んだことによるものでございます。唐戸浄水場浄水池整備事業におきましては、３基

の浄水池を設置予定でありますところ、このうち１基目の新設が完了し、通水及び正常稼

働の確認ができました。この新設浄水池から配水池まで送水するに当たって必要な新設ポ

ンプ及び受変電設備等を収納する建屋を建築する工事につきましては、当初、令和７年度

の実施を計画しておりましたが、浄水池の新設が順調に進んだことにより、これを前倒し

して実施することが可能となりました。浄水施設の老朽化が進む中、１日でも早く施設の

更新を行い設備を整えることが、安全安心な水の安定供給の更なる実現に繋がるものと思

料しましたことから、これに係る費用についてご提案するものでございます。 
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補正の内容といたしましては、当該建屋の建築工事の早期着工を目的として、今年度中

にこれに係る契約を締結するため、令和６年度から令和７年度までの２か年で総額１億２，

０００万円の継続費を設定するもので、その年割額は、令和６年度が０円、令和７年度が

１億２，０００万円といたしております。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております補正予算４件に対する質疑は、９月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．第４２号議案 

日程第２０．第４３号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第１９、第４２号議案及び日程第２０、第４３号議案の条例改正２件を一括

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

　第４２号議案、中間市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

について、提案理由を申し上げます。 

今回の条例改正は、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律

施行令の一部を改正する政令が令和６年１１月１日に施行されることに伴うものでござい

ます。 

条例改正の内容といたしましては、児童扶養手当法施行令の改正に伴い、条例において

引用しております同令の条項にずれが生じましたことから、これを改正後の同令の条項に

合わせるものでございます。 

なお、条例の施行日につきましては、政令の施行日に合わせ、令和６年１１月１日とい

たしております。 

次に、第４３号議案、中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理

由を申し上げます。 

今回の条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律により国民健康保険法の一部が改正され、令和６年１２月

２日に施行されることにより、国民健康保険の被保険者証が廃止されることに伴うもので

ございます。 

条例の主な改正内容といたしましては、処罰の対象から、被保険者証の返還の求めに応

じない場合を削除するものでございます。 

なお、条例の施行日につきましては、法の施行日に合わせ、令和６年１２月２日とし、

施行日前にした行為及び現に被保険者証の交付を受けている世帯主が、国民健康保険税を
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納付しない場合にした行為に対する罰則の適用につきましては、従前の例によることとい

たしております。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております条例改正２件に対する質疑は、９月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．第４４号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第２１、第４４号議案、中間市第５次総合計画基本構想の策定についてを議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

第４４号議案、中間市第５次総合計画基本構想の策定について、提案理由を申し上げま

す。 

中間市第５次総合計画基本構想につきましては、昨年６月の第３回市議会定例会にて上

程をいたしましたところ、その重要性に鑑みて議会において設置されました特別委員会で

の審議で様々なご意見をいただきましたことから、対応について検討を重ね、同年１２月

の第５回市議会定例会にて当該議案の撤回について申し出、これにつきご承認をいただき

ました。撤回後は、審議においていただいたご意見を参酌し、再度、中間市第４次総合計

画の検証を十分に行うとともに、将来都市構想という新たな視点を加え、本市の目指す姿

がより明らかなものとなるよう見直しを行いました。この見直しを行った中間市第５次総

合計画の案につきましては、再度実施しましたパブリックコメントによりいただきました

市民の皆様からの多様なご意見を含め、改めて中間市総合計画策定審議会に諮問し、様々

な見地から熱心にご審議いただき、先月６日に答申をいただいております。 

それでは、基本構想の主な内容について、ご説明いたします。 

まず、序論として、計画策定の概要、本市における課題、本市の地理的位置などの状況

を示しております。 

なお、変更点といたしましては、「第１章計画策定の概要」において、中間市第４次総合

計画における基本目標の検証結果を示し、「第２章時代の流れからのまちづくりの課題」に

おいて、地方創生に向けた取組にデジタルの力を活用する視点を加えております。 

次に、本論として、「夢がかなうまちなかま」を将来像として掲げ、計画期間が終了する

２０３３年における定住人口の目標を３万６，０００人とする人口の将来展望及び将来像

の実現を目指すための施策の大綱を示しております。 

なお、変更点といたしましては、先般は２０６０年に２万３，０２６人を上回ることを

展望していた人口の将来展望につきまして、将来都市構想を加味し、先ほど申し上げまし
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た目標に見直しております。また、土地利用構想について、今後発生する余剰地の利活用

の視点を加えております。 

つきましては、中間市総合計画条例第４条の規定により、中間市第５次総合計画の基本

構想の策定について、議会の議決を求めるものでございます。 

なお、議決をいただきましたら、今後は、基本構想において示す施策の大綱に基づき、

将来像の実現を目指すために「都市基盤」、「環境」、「産業」、「保健福祉」、「教育」、「安全

安心」及び「行政経営」の７つの行政分野で政策を設け、相互に連携させながら展開して

いくことで、将来にわたって持続可能なまちづくりを推進することといたしております。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております第４４号議案に対する質疑は、９月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．第４５号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第２２、第４５号議案、中間市道路線の認定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

第４５号議案、中間市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。 

今回、認定をいたします路線は、市営球場７号線の１路線でございます。 

この路線につきましては、大字垣生地内の開発行為に伴い、本市が道路用地の帰属を受

けたことにより、当該道路を市道として認定するものでございます。 

道路の概要といたしましては、平均幅員６．００メートル、実延長８７．１０メートル

でございます。 

以上のとおり、当該路線を市道として認定するに当たり、道路法第８条第２項の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております第４５号議案に対する質疑は、９月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．第４６号議案 

〇議長（中野　勝寛君） 

次に、日程第２３、第４６号議案、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関

する協議についてを議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。福田市長。 

〇市長（福田　　浩君） 

第４６号議案、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について提

案理由を申し上げます。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、令和６年１２月２日か

ら施行されることにより、同日以降、現行の後期高齢者医療被保険者証が発行されなくな

ることに伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要がありますこと

から、同規約の一部変更に関し、関係市町村と協議することについて、地方自治法第２９

１条の１１の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

規約の変更の内容といたしましては、同規約中の被保険者証及び資格証明書の文言を資

格確認書等に変更するものでございます。 

なお、規約の施行日につきましては、令和６年１２月２日といたしております。ご審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中野　勝寛君） 

ただいま議題となっております第４６号議案に対する質疑は、９月５日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．会議録署名議員の指名 

〇議長（中野　勝寛君） 

これより、日程第２４、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、安田明美議

員及び中尾淳子議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

〇議長（中野　勝寛君） 

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前10時55分散会 

────────────────────────────── 
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